
    令和５年度
    令和５年度

種目番号

設　　　　　計　　　　　書

 １　修   繕   件   名 　帆船日本丸修繕　

 ２　履   行   場   所   西区みなとみらい２－１－１　日本丸メモリアルパーク内

 ３　履行期間 　☑期間　　　契約締結日から令和6年3月29日まで

又は期限  　□　期限

 ４　契   約   区   分 　☑　確定契約 □ 概算契約

 ５　その他特約事項 　　なし

 ６　現   場   説   明 　□　要　　　（　　　　月　　　日　　　　　　時　　　場　所　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　☑　不要

 ７　修   繕   概   要 　　　１　船殻艤装部修繕工 １式

　　　２　船体修繕工 １式

受付番号 連絡先

 修繕担当

－     港湾局 建設保全部 維持保全課 

横  浜  市  港  湾  局
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 ８　部    分    払 □ する（　　1回以内） ☑　しない

部分払の基準

 

※ 単価及び金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額。

※ 概算数量の場合は、数量及び金額を（　）で囲む。

内 訳
修 繕 価 格
消 費 税 及 び
地方消費税相当額

金額

￥ -

修 繕 代 金 額 ￥ -

￥ -

業務内容 履行予定月 数量 単位 単価

横  浜  市  港  湾  局
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修繕・工種内訳書
単   価 金   　額

円 円

(修繕価格)＋

式 1
(消費税相当額)

(修繕原価)＋

式 1
(一般管理費)

(直接修繕費)＋

式 1
(間接修繕費)

１+２

式 1

第１号内訳書参照

式 1

第２号内訳書参照

式 1

１＋２

式 1

式 1

式 1

式 1

式 1

　　　　２　船体修繕工

　　　　１　船殻艤装部修繕工

　　修繕原価

　　　直接修繕費

摘 　  要

請負修繕費

　修繕価格

費   目   ・   工   種

種   別   ・   細   別
単位 数   量

　　　　２　工場（現場）管理費

　　一般管理費等

　　　　１　間接労務費

　　　間接修繕費

　消費税及び地方消費税相当額

横  浜  市  港  湾  局
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修繕・工種内訳書

単   価 金  　 額

円 円

木甲板チーク材（乾燥材柾目）

71t×131×2,500 本 65

マージンプランクチーク材（乾燥材板目）

76t×330×1,800 本 20

ホーコン

綿ストランド 6mm 式 1

木甲板コーキング材　

シーカフレックス290DC　同等品 本 25

木甲板コーキング材　

シーカフレックス290DCプライマ　同等品 本 12

木甲板改修部発錆部錆打 複合単価

㎡ 30

木甲板改修部鋼板塗装 複合単価

（錆止2回） ㎡ 61

フード内木甲板トップコート補修

式 1

フード内デッキコンポ補修

箇所 1

フード外部モルタル補修

箇所 4

付帯作業

（天窓部カバー取外し、復旧） 式 1

付帯作業

（甲板機器類、通風筒立ち上がり部研磨・塗装） 式 1

第１号内訳書

船殻艤装部修繕工

摘  　 要
費   目   ・   工   種

単位 数   量
種   別   ・   細   別

横  浜  市  港  湾  局
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修繕・工種内訳書

単   価 金  　 額

円 円
摘  　 要

費   目   ・   工   種
単位 数   量

種   別   ・   細   別

発生材運搬処分費
第２号内訳書分を
含む

式 1

補助材料

式 1

労務費

船舶製作工 人  

重機借上費 船尾錨一時移動用

65tラフタークレーン 式 1

労務費
クレーン作業時の
通行人整理

交通整理員 人  

計

第２号内訳書

船体部修繕工

デッキハウス側壁 kg 188

側壁スチフナ、ガッターコーミング kg 28

複合単価

㎡ 5

複合単価

（錆止2回） ㎡ 22

複合単価

（上塗2回） ㎡ 22

鋼材（SM400、8mm厚板）

鋼材（SS400、6×50平鋼）

溶接入熱部錆打（下地処理）

鋼材切替部塗装

鋼材切替部塗装

横  浜  市  港  湾  局
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修繕・工種内訳書

単   価 金  　 額

円 円
摘  　 要

費   目   ・   工   種
単位 数   量

種   別   ・   細   別

（階段室） 式 1

（海図室） 式 1

（船外木甲板） 式 1

式 1

船舶製作工 人  

計

合計

付帯作業

付帯作業

付帯作業

労務費

補助材料

横  浜  市  港  湾  局
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船　舶　修　繕　共　通　仕　様　書

（　令和３年９月　改訂版　）

横浜市港湾局維持保全課
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（適用）

第１条　　この仕様書は、横浜市港湾局（以下「本市」という。）の発注する船舶修繕の施工に適

　用する。

２　特別な仕様については、特記仕様書に従い施工する。

３　図面及び特記仕様書に記載された事項は、この仕様書に優先する。

（監督員）

第２条　　本市は、監督員を置いたときは、その氏名を請負人に通知する。監督員を変更したとき

　も同様とする。

２　監督員は、横浜市修繕請負契約約款（以下「約款」という。）に基づく本市の権限とさ

　れる事項のうち本市が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるとこ

　ろにより、次に掲げる権限を有する。

　（１）　契約の履行についての請負人又は請負人の現場代理人に対する指示、承諾又は協

　　　　議

　（２）　設計図書に基づく修繕の施工のための詳細図等の作成及び交付又は請負人が作成

　　　　した詳細図の承諾

　（３）　設計図書に基づく工程の管理、立会い、修繕の状況の検査又は使用材料の試験も

　　　　しくは検査（確認を含む）

３　本市は、２人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの

　監督員の有する権限の内容を、監督員の権限の一部を委任したときにあっては当該委任し

　た権限の内容を、請負人に通知する。　

４　第２項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、緊急を要する場合は、書面によらない

　ことができる。

５　本市が監督員を置いたときは、請負人は約款に定める請求、通知、報告、申請、承諾又

　は解除について、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この

　場合においては、監督員に到達した日をもって本市に到達したとみなす。

６　本市が監督員を置かないときは、監督員の権限は本市に帰属する。

（承諾図等の提出）

第３条　　本修繕は、設計図書に基づき設計施工するが、実設計は請負人が行い、必要に応じて承

　諾図を提出し本市監督員の承諾を受ける。

２　設計図書に指定した製品の仕様、材料等を一部変更する場合は、変更理由並びにこれに

　必要な資料等を提出し、本市の承諾を受ける。

（疑義の解釈）

第４条　　設計図書に定める事項について疑義を生じた場合の解釈並びに本修繕施工の細目につい

　ては、当該修繕を担当する監督員の指示に従う。
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（関係法令等の遵守）

第５条　　請負人は修繕施工にあたり、修繕に関する諸法規その他諸法令を遵守し、修繕の円滑な

　る進ちょくを図るとともに、諸法令等の運営適用は請負人の負担と責任において行い、設

　計施工は、次に掲げる法令、基準及び規格等に準拠する。

　（１）船舶安全法

　（２）ＪＩＳ 、 ＪＥＭ 、 ＪＥＣ

　（３）労働安全衛生法

　（４）高圧ガス保安法

　（５）危険物の規制に関する政令及び規則

　（６）ボイラー及び圧力容器安全規則

　（７）横浜市生活環境の保全等に関する条例

　（８）クレーン等安全規則

　（９）電気設備の技術基準

　（10）廃棄物等に関する規制

　（11）その他本市が必要と認める法令等

（関係官公庁への諸手続き）

第６条　　請負人は、本修繕の施工に関する関係法規、規則等に基づいて行う関係官公庁等に対す

　る一切の手続きを本市と協議のうえ行い、設備及び機器等の引渡し又は使用開始に支障の

　ないようにする。

　　なお、これらの手続きに必要な費用は請負人の負担とする。

（提出書類）

第７条　　請負人は、修繕に着手した時は遅滞なく次の書類を提出し、監督員の承諾を受ける。

提出書類 提出期限 部　数

契約日の翌日から７日以内

（打合せ及び議事録の提出）

第８条　　請負人は、本市関係者と設計及び施工方法について打合せを行った後、議事録を作成し、

　本市の承諾を受ける。また、実施工程表（ネットワーク方式等）も提出する。

提出書類 提出期限 部　数

打合せ後遅滞なく

１　部（２）実 施 工 程 表 （Ａ４版） 同　　上

（６）工 程 表 同　　上 １　部

（１）打合せ議事録 （Ａ４版） １　部

（４）請負代金内訳書（鑑） 同　　上 １　部

（５）修 繕 組 織 表 同　　上 １　部

（２）現場代理人選定通知書 同　　上 １　部

（３）下 請 負 人 選 定 通 知 書 同　　上 １　部

（１）修 繕 着 手 届 出 書 １　部
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（修繕旬報及び月報）

第９条　　請負人は、本市監督員が指示した場合、本修繕中に月報を作成し、修繕予定及び進ちょ

　く状況並びに作業内容を記し、当該月間５日以内に本市監督員に提出する。

提出書類 提出期限 部　数

月報：毎月１回

（提出図書類）

第10条　　請負人は、本修繕に必要な図書類を次のとおり提出する。

　　なお、修繕写真は、修繕着手前の状況、修繕進ちょく状況、修繕工程詳細（埋設、埋め

　込み、隠ぺい箇所、やり直しのきかない施工箇所及び重要な施工箇所並びに監督員が指示

　した箇所）、完了の各段階ごとに撮影し、年月日、見取図、説明等を記入して整理する。

　ただし、軽微な修繕でかつ監督員の承諾したものは省略することができる。

提出書類 提出期限 部　数

（工場検査）

第11条　　請負人は、本市検査員立会いのうえ製造工場における検査を受ける場合は、本市監督員

　に次の書類を提出する。

　　なお、請負人が受験に先立って提出する「工場検査要領書」には、試験設備概要、社内

　検査判定基準等を付して承諾を受ける。また、社内検査の終了後に、本市検査員の立会い

　検査を受ける。

提出書類 提出期限 部　数

受検前３０日以前

（自主検査）

第12条　　請負人は、本市が指定した機器等について自主検査を行う。

　　なお、自主検査にあたっては、検査品目、検査要領書を本市に提出し、その承諾を受け

　た上で実施し、検査終了後は検査成績書を２部提出し、本市監督員の承諾を受ける。

（材料検査）

第13条　　本修繕に使用する材料等については、現場搬入時に本市監督員が必要とした場合に材料

　検査を行う。

（１）検 査 願 書 （Ａ４版） １　部

（２）
決 定 図 書

監督員が指示した場合 １　部
(Ａ４版ファイル綴じ込み)

（３）
完成図書（含修繕写真）

修繕完了時
必要部数

（特記にない場
合２部）(Ａ４版パイプ式ファイル綴じ込み)

（１）
承 諾 図 書

修繕施工前
２　部

(Ａ４版ファイル綴じ込み) (含返却用)

（１）月 報 （Ａ４版） １　部
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（完了検査）

第14条　　請負人は、本修繕が完成した時（指定部分に係る修繕完了を含む）、本市監督員に次の

　書類を提出し、本市検査員の検査を受ける。

提出書類 提出期限 部　数

（引渡し）

第15条　　本修繕の完了は、本市の完成検査に合格した時（関係諸官庁等による検査を必要とする

　場合は、本市監督員の指示に従い請負人の負担により実施し、同検査完了後に本市完成検

　査に合格した時）をもって完成とし、次の書類を本市監督員に提出する。

提出書類 提出期限 部　数

完成検査合格後

（使用許可申請書）

第16条　　請負人は、修繕施工にあたり本市施設で火気、電気等を使用する場合は、事前に本市監

　督員に次の書類を提出し、許可を受ける。

部　数

（占用の許可）

第17条　　請負人は、本修繕に伴い港湾施設を占用する必要が生じた場合は、本市及び関係官公庁

　に申請書等を提出し許可を受ける。

　　なお、これに必要な費用は、請負人の負担とする。

（軽微な変更）

第18条　　請負人は、修繕施工上当然必要なもの並びに軽微な変更を生じた場合は、設計図書に明

　記されていない事項であっても、本市監督員の指示に従い請負人の負担において行う。

（既設構造物の損傷）

第19条　　請負人は、本修繕中に故意又は過失によって既設構造物その他に損傷を与えた場合、請

　負人の負担において原形に復旧し、本市監督員の検査を受ける。

（３）その他本市が必要と認める使用許可申請書 （Ａ４版） １　部

（２）休 祭 日 等 工 事 許 可 申 請 書 （Ａ４版） １　部

（１）請 求 書 １　部

（２）修 繕 目 的 物 引 渡 書 同　　上 ２　部

提出書類

（１）火気または工事用電気等使用許可申請書 （Ａ４版） １　部

（１）
修 繕 完 了 届 出 書

修繕完了時 １　部
(指定部分に係る修繕完了届出書)
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（他の施設の機能保持）

第20条　　請負人は、本修繕中に土砂、器具類、工事用材料等で既設の機器、水道栓、制水弁、ガ

　ス栓及び各種地下埋設物等の位置を不明にしたり、又はこれらに近寄り難くしない。

（修繕の指揮監督）

第21条　　現場代理人は、本修繕中には現場に常駐し、本市監督員の指示を受け作業員等の指揮監

　督にあたる。

（使用者責任）

第22条　　請負人は、本修繕中その作業員に事故が生じた場合は、すべて請負人の責任において処

　理する。

（安全管理）

第23条　　請負人は、本修繕中その作業員に対し、作業上の保安につとめるよう次の事項を徹底さ

　せる。

　（１）　作業員は、必ず名札又は腕章にて業者名を明確にし、安全帽を着用させる。　

　（２）　火気、電気の使用場所及び喫煙場所は、本市監督員の指示に従い消火器等を装備

　　　　する。

　（３）　電気設備工事は、充電部を確認し取扱者を表示するとともに、トラロープ等にて

　　　　安全処置を行う。

　（４）　高所作業を行う場合は、作業員の安全は無論のこと、工具、材料の落下防止処置

　　　　を行う。

　　　　　なお、安全ベルトは必ず着用させる。

　（５）　足場を組む場合には、通行等の邪魔又は障害にならないよう配慮するとともに、

　　　　堅固に組む。

　（６）　密閉箇所での作業は２人以上で行い、給排気ファンで換気を十分に行い、酸欠防

　　　　止等の処置を行う。

（事故の防止及び補償）

第24条　　請負人は、本修繕中に場内又は付近に迷惑を及ぼさないよう適切な安全措置をとり、万

　一事故が発生した場合は、直ちにその補償は請負人の責任において処理する。

（災害及び緊急時に対する処置）

第25条　　災害及び緊急時には、請負人は昼夜の区別なく、本市監督員の命ずる人数の作業員を現

　場に留め、応急処置に対する準備をする。
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（関連業者との打合せ）

第26条　　本修繕中、他工事等と関連する箇所については、本市監督員立会いのもと関連業者間で

　十分な打合せを行い、各工事の進ちょくに支障を来たさないようにする。

　　なお、関係者確認の上、その打合せ議事録を提出する。

提出書類 提出期限 部　数

打合せ後遅滞なく

（清掃整理）

第27条　　本修繕中に生じた塵芥、斫りかす、不要土砂等は、随時場外に搬出し適正に処理する。

　また、金属類は本市監督員の指示する廃材置場に搬出又はスクラップ処分とし、修繕場所

　及びその周辺は常に清掃整理を行う。

２　完成検査時には、すべての障害物及び仮設物を撤去し、整理清掃を行い本市監督員の確

　認を受ける。

（修繕用材料等の保管）

第28条　　本修繕中、請負人の負担に属する材料、器具類は、修繕場所に保管しない。ただし、本

　市監督員が認めた場合はこの限りではない。

　　なお、請負人の負担に属する修繕用材料等について事故が発生した場合は、すべて請負

　人の責任において処理する。

（遵守事項）

第29条　　請負人は、本修繕を施工するにあたり次の事項を遵守する。

　（１）　現場作業にあたっては、極力工程の短縮をはかるよう努める。

　（２）　修繕施工後に隠ぺい箇所となる部分は、本市監督員の検査を受け、合格後写真撮

　　　　影を行い次の工程に進む。　

（資格を必要とする作業）

第30条　　資格を必要とする作業は、それぞれの資格を有する者が施工する。

（断水、停電等）

第31条　　本修繕中、止むを得ず停電、断水等を必要とする時は、事前に本市監督員の承諾を得る。

（修繕用仮設設備）

第32条　　本修繕に必要な仮設設備は、すべて請負人の負担とする。

　　なお、仮設設備の設置方法等は、事前に本市監督員と打合せを行い承諾を受ける。

（保証）

第33条　　本修繕の保証期間中、設計施工に起因する故障、破損等が生じた場合は、請負人の負担

　において直ちに復旧する。

　　なお、保証期間は修繕目的物引渡しの日から１年とする。

（１）打合せ議事録 （Ａ４版） １　部
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　本修繕は、帆船日本丸が2017年に重要文化財に指定された現在の状態を維持することを基本とし、これに

伴う修繕等を行うことにより良好な保存状態の存続を図ることを目的とする。

　本施設における現地での施工期間は、令和5年11月1日から令和6年3月29日までとする。

　現地施工中における本船の一般見学者への公開は可能な範囲で行うことを前提とするが、一部期間の公開

休止等を含め詳細については、本市と協議のうえで決定する。

　請負人は、本市関係部署および施設管理者と十分調整の上、本修繕着手前に施工計画書及び安全施工計画

書を作成し、本市に提出すること。特に事故防止のための安全対策には万全を期すること。

　また本修繕の施工に当たっては、以下の項目に従い本船の整備を行う。

１　施工準備等

 （１） 本修繕に先立ち、文化庁・横浜市港湾局等の関係機関や周辺の水域利用者・周辺施設の関係者と

　　　綿密な調整・情報共有を行い、市民利用に十分配慮しながら行うこと。

 （２） 施工現場は観光地内に位置することから、周辺の環境に配慮した工法とし、特に臭気、騒音、

　　　水質汚濁に十分留意する。

 （３） 本修繕期間中においても、日本丸メモリアルパーク内の施設は運営中であり、施工に際して、

　　　安全管理には十分注意し、十分な照明、安全標識及び仮囲いを設置し、入場者に不快感を与えな

　　　いよう配慮する。仮囲いは周囲から施工状況が見える箇所を設けるなど配慮する。

 （４） 本修繕期間中、市民等各種見学会、関係者視察（学識経験者、行政関係者他）、取材対応がある

　　　場合は、適宜対応する。その際は、見学用コース（フェンス、手摺等）の設置、ヘルメット・軍手

　　　等の備品準備、施工内容説明資料（パネル、リーフレット等）の作成及び人員配置を行い、十分な

　　　安全対策をとる。

 （５） 重機等の乗り入れ及び使用、並びに材料の搬入出においては、舗装路盤・その他構造物に損傷を

　　　与えないよう十分な措置及び安全対策を講じ、施工に当たること。そのため、修繕着手前に、施設

　　　管理者立会いのもと現場の周辺を含め現状確認を行い、修繕作業による損傷が認められる場合には、

　　　監督員及び施設管理者と協議の上で補修を行うこと。また交通整理員の配置についても、監督員及

　　　び施設管理者と協議の上で行うこと。

 （６） 修繕関係者用の控室等については、原則、帆船日本丸の船体内は使用できない。整備に必要な

　　　仮設事務所・その他仮設設備等は、本市監督員の指示に従い指定場所に設置すること。

　　　その際は入場者に不快感を与えないよう考慮する。

 （７） 本修繕終了後は、施工内容を報告書にまとめ製本３部を本市に提出する。

 （８） 本船及びドックは文化的財産価値のある施設であり、施工に際しては、損傷を与えないよう十分

　　　に注意し、かつ丁寧な施工を行う。万が一損傷を与えた場合には、請負人の責任において監督員等

　　　の認める原状に復旧する。

 （９） 使用材は特に指定のないものについても努めて良質なものを選ぶ。

 （10） 施工中の減失毀損、その他一切の危険は請負人の負担とするため、十分な照明の設置、防火対策、

　　　排出ビルジ処理、その他の危険防止に必要なあらゆる手段を講ずる。特に重機の乗り入れ及び資材

　　　の適宜十分な養生等を施す。

 （11） 修繕の施工に起因した付帯工事は請負人の負担とする。

 （12） 修繕に必要な仮設機材の設置及び保管は請負人が行い、施工にあたって移動した船内の属具、備

　　　品類は監督員の指示に従い請負人が確実に保管する。

 （13） 修繕に伴い、生じた廃材及び撤去品の処理は、監督員に確認をとったうえで行う。

 （14） 設計の追加や変更が必要となる作業を、施工中に発見した場合は、監督員と協議を行うこと。

 （15） 取り外した木甲板チーク材については、状態の良好なものに限り保管するため、監督員の確認のうえ

　　　廃棄・保管の選別を行うこと。保管品については、監督員の指示する場所に移動、納入すること。

 （16） 付帯作業として、一時的に取り外した内装材等は、汚損しないよう厳重に保管すること。

帆船日本丸修繕　特記仕様書
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２　施工内容

 （１） 船殻艤装部修繕工

  　 フード内外木甲板及びフード内マージンプランク取替

　　 ア　船尾フード内の木甲板のうち、フード鋼構造に接するマージンプランク部を除いた部分（約12m2）

　　　　 について、トップコートの再塗装を行う。

　　 イ　フード内外のマージンプランク部については、木甲板の張替を行う。木甲板の材料はチークの

　　　　 板目乾燥材の新材（t=76mm）とする。

　　 ウ　フード外部の木甲板については、チークの追柾目乾燥材の新材（t=71mm）を用いて、木甲板の

　　　　 張替を行う。

　　 エ　木甲板の張替については、次のとおりとする。

　　　　 （ア）チーク材の固定は、SUS製スタッドボルト及びナットによる。既存スタッドボルトを

　　　　  　　グラインダ等で除去し、新規のスタッドボルトを溶接すること。

　　　　 （イ）新規スタッドボルトの溶接後、鋼甲板の錆打ちを行い、錆止め塗装を行う。

　　　　 （ウ）スタッドボルトで新材のチーク材を固定した後は、ボルト穴をチーク材ですき間なく塞ぐ

　　　　　　 こと。チーク材同士のすき間には、ホーコン（綿ストランド6mm）を押し込み、コーキング材

　　　　 　　（シーカフレックス）をすき間なく充てんすること。

　　 カ　付帯作業として、天窓のカバーの取外しと復旧を行うこと。

　　 キ　付帯作業として、木甲板張替部の甲板機器、通風筒の立ち上がり部の錆打ち、錆止め塗装を行う。

　　 ク　フード内のデッキコンポジション（72t×600×180mm）を補修する。既存のデッキコンポジションを

　　　　 除去し、新規デッキコンポジションを施工すること。

　　 ケ　フード外部のモルタル充填部（73t×1,000×800、４か所）を補修する。鋼製のカバーを取外し、

　　　　 既存モルタルを 除去し、内部錆打ちのうえ、新規モルタルを充てん、カバー等を復旧すること。

　　 コ　付帯作業として、船尾錨（重量約1.1t、1個）の移動を行う。木甲板の修繕前に、船尾錨をラフター

　　　　クレーン等で本船から降ろして、適切な養生を施したうえで保管し、木甲板修繕後に復旧すること。

　　　　クレーン作業の際は、交通整理員を前後に配置し、歩行者等の通行の安全を図ること。

　　 サ　修繕中の木甲板及び鋼甲板は、十分な養生を行うこと。

 （２） 船体修繕工

 　　後部エントランス立ち上がり部分切替

 　　ア　後部エントランスの左右両舷の側壁立ち上がり部の鋼板（3.0×0.5m）を甲板直上から切り替える。

 　　　　側壁切り替えに伴い、側壁内側のデッキコーミングも切り替える。

 　　イ　切り替え部及び周辺の切断・溶接の熱影響部について、旧塗装を除去し、錆打ちのうえ、錆止め

 　　　　塗装、加えて外部のみ上塗を行う。

 　　ウ　付帯作業として、階段室の内装材（壁内張、天井内張、扉、巾木）を取外して保管し、側壁鋼板の

　　　　 切替後に復旧する。

 　　エ　付帯作業として、海図室の内装材（壁内張、天井内張、扉、巾木、海図台）を取外して保管し、

　　　　 側壁鋼板の切替後に復旧する。

 　　オ　付帯作業として、後部エントランス側壁付近の木甲板を一時取外し、側壁鋼板の切替後に復旧する。

３　 塗装仕様（共通）

 （１）本修繕の塗装仕様は次のとおりとする。

（甲板室側壁など）

 （２）下地処理は、ディスクサンダーやワイヤホイール等の工具を用い、上表のとおり施工する。

 （３）塗装は、はけによる。

 （４）雨天または当日中の降雨が予想される場合、砂塵、ほこりが甚だしい場合、相対湿度が85％以上

　　　 の場合、ならびに被塗装面が結露、水濡れしている場合は、塗装作業を行ってはならない。

 （５）上塗の色調は、周囲の既存の塗装色との調和を考慮すること。

木甲板、内張に隠れる箇所

露出する箇所

St3（ISO 8501）

（２種ケレン相当）

St3（ISO 8501）

下地処理 錆止 上塗

なし

油性系またはアクリル系上塗

×２回塗（２種ケレン相当）

エポキシ系重防食塗料

×２回塗

エポキシ系重防食塗料

×２回塗
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長船尾楼甲板

　　　　　　97.05ｍ 　200ps×1　発電機　125Kw

　　　　　　79.25ｍ 　　　　　2278.25ＧＴ

　　　　　　12.95ｍ 係留船の場合186名（旅客150名、船員36名）

        　　51.07ｍ 航行する場合138名 －

　　　　　　 7.85ｍ （旅客6名、船員36名、その他の乗船者96名）

　満載吃水　 6.41ｍ  　　　　ＪＧ　　平水区域 横浜市港湾局　建設保全部　維持保全課

全体配置図

1 縮尺 NO SCALE

図 数 1 令和５年７月

修 繕 名 帆船日本丸修繕

名 称

番 号

全 幅

定 員マストの高さ

深 さ

吃 水 資 格

主　　要　　目　　表

全 長 補 機 関

垂 線 間 長 総 ト ン 数

② 後部エントランス立ち上がり部分切替

船外木甲板（付帯作業）

階段室内張（付帯作業）海図室内張（付帯作業）

② 後部エントランス立ち上がり部分切替

船外木甲板（付帯作業）

海図室内張（付帯作業）

階段室内張（付帯作業）

① フード周囲木甲板取替

① フード内マージンプランク取替

① フード周囲木甲板取替

② 後部エントランス立ち上がり部分切替

② 後部エントランス立ち上がり部分切替

① フード周囲木甲板及び

フード内マージンプランク取替

付帯作業： 甲板機器類、通風筒立ち上がり部研磨・塗装

付帯作業： 天窓部カバー取外し・復旧

長船尾楼甲板 船尾部（修繕箇所）拡大




